
見 積 公 告 

 

次のとおり、見積競争に付します。 

令和 2 年 4 月 1 日 

全国健康保険協会岐阜支部 

支部長  名知 清仁 

１ 調達内容 

  （1） 調達件名 

      令和 2 年度 健康保険委員向け広報誌の印刷および封入封緘委託業務 

  （2） 業務委託の内容 

      仕様書による 

  （3） 業務委託期間 

      令和 2 年 5 月 1 日～令和 3 年 1 月 31 日 

  （4） 見積競争方法 

      ①見積金額は単価とし、調達物品の本体価格のほか、納入等に関する一切の諸経費を含 

めること。 

      ②落札決定に当たっては見積書に記載された金額をもって落札判定を行うので、参加者 

は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税額を含 

まない金額（税抜額）を見積書に記載すること。 

      ③また、契約期間中、追加分として封入封緘業務が発生する場合があるため、②の見積 

書に内訳「追加封入物 1 点追加」を記載すること。 

・この場合、入札にあたっては、合計額には含めないこと。 

・追加分の業務が発生した場合、追加封入物 1 点追加欄に記載している単価を用い請 

求・支払いを処理するものとする。 

 

２ 参加資格 

（1） 全国健康保険協会会計細則第 25 条及び第 26 条の規定に該当しない者であること。 

（2） 平成 31、32、33（令和 01、02、03）年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一参加資

格）「物品の製造」又は「役務の提供等」のいずれかの等級に格付けされ、東海・北陸地

域の競争参加資格を有する者であること。 

（3） 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 

（4） 当該案件を確実に履行できると認められる者であること。 

（5） 全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこと。  

（6） 損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。 

（7） プライバシーマーク、ISO/IEC27001、JISQ27001 のうちいずれかの認証を取得してい

ること。 

（8） 厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の適用を受けている者に 

あっては、直近 6ヶ月について保険料に未納がない者、健康保険組合等の適用を受け 



ている者にあっては、直近 6ヶ月について厚生年金保険料に未納がない者であること。 

また、厚生年金保険の適用を受けない場合は、事業主が直近 6ヶ月について国民年金 

の未加入及び国民年金保険料の未納がない者であること。 

 

 

３ 見積書の提出場所等 

  （1）見積書の提出場所、仕様書の交付場所及び問い合わせ先 

      〒500-8667 岐阜県岐阜市橋本町 2－8 濃飛ニッセイビル 14 階 

      全国健康保険協会岐阜支部 

企画総務グループ 電話番号 058-255-5155 

仕様に関すること （担当） 企画総務グループ 山田 

入札に関すること （担当） 企画総務グループ 今井 

（2）見積書の提出期限 

令和 2 年 4 月 15 日（水）17 時 00 分 

持参または、郵送とする。 

郵送の場合は、封筒に「令和 2 年度 健康保険委員向け広報誌の印刷および封入封緘委

託業務に係る見積書在中」と記入し、見積書を封入した封筒の糊付部に代表者等の印で割

印を押印したものを、郵送（提出期限必着）とする。 

（3）見積書に同封する書類 

①上記 2（2）の写し 

②上記 2（7）の写し 

③令和元年 7月分から令和元年 12月分までの、社会保険料を納入したことが確認できる書

類（社会保険料領収証書【写し】又は領収済額通知書【写し】） 

 

４ その他 

（1）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨：日本語及び日本国通貨 

（2）契約保証金：免除 

（3）契約書の作成の要否：要 

（4）決定者には、令和 2 年 4 月 17 日（金）17 時までに、電話にて連絡することとする。 

（5）見積金額は、納品までにかかる一切の費用を見込むこと。 

（6）提出後の見積書の差替え、変更又は取消しをすることはできない。 

（7）予定件数の増減については異議を述べることはできない。 

（8）見積結果は当協会掲示板に掲示する。（決定業者のみ別途連絡する。） 

（9）競争参加資格確認書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

（10）見積書の無効 

    競争参加資格確認書類により当該案件を確実に履行できると認められないと判定された者が

提出した見積書は無効とする。 

 


